
議案第８７号 

 

三田市民病院看護学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

三田市民病院看護学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のとおり定

める。 

 

平成２６年１１月２８日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    
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三田市条例第 号 

 

三田市民病院看護学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

 

 三田市民病院看護学生修学資金貸与条例（平成２３年三田市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号及び第２号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。 

付 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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